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今から30年前、介護保険の発足にあたって

は、樋口恵子さんと堀田力さんを共同代表とし

て「介護の社会化を進める１万人市民委員会」

が立ち上がり、当時の厚生省が、それを受ける

かたちで具体案をつくるという経緯があった。

1万人市民委員会事務局を担当した池田省三さ

んは後に龍谷大学の教授になっている。 

堀田さんは京都府の宮津で生まれ、堀川高校

から京都大学を経ており、京都には縁が深かっ

た。当時の山田啓二京都府知事は堀田さんの依

頼に応じて府の職員を、さわやか福祉財団（堀

田力理事長）に派遣するという力の入れようだ

った。そのころ厚生省から京都府の課長に出向

していた新俊彦さんは、新しいこの制度に対す

る市民参画についてたいへん前向きの人だっ

た。 

そんな環境の中で、私どもも「介護保険にかか

わろう」と考え、全国的に珍しい NPO 法人を立

ち上げて今日に至っている。 

私と同い年の堀田さんは鬼籍に入ってしまわ

れたが、その遺志は後継者につながれ、さわやか

福祉財団の理事長も常務理事もともに女性。二

人を軸として地歩を固めており、今年も7月１３ 

 

 

 

日にさわやか福祉財団全国交流フォーラムが東

京で開催される。 

同財団が発行する月刊誌「さあ、言おう」の巻

頭文は、清水肇子理事長が執筆しているが、5月

号は次のような話だ。 

全国のあちこちで市民フォーラムに参加す

るが「近くにある高齢者施設のこと知ってます

か？」「自治体の財政状況について知っていま

すか？」と問いかけると、残念ながら、ほとん

ど「ノー」との答えが返ってくるという。日頃

から関心を持ち、住民参加の支え合いのあり方

を考えていく大切さが書かれていた。 

介護保険は公的な制度であるが、市民の自己

決定を重んじており、市民が主人公であること

を強調する制度だ。が、市民が実際にどれだけ

介護保険のことを知っているか。 

５月24日に開催した当会総会後の記念講演

で、斉藤弥生大阪大教授は、「かつては、自分が

5年間留学したスウェーデンはめざすべきモデ

ルだったが、今は、世界一の高齢化がすすむ日

本がどうしていくのか注目されている立場だ」

という。先進的な賢い市民になり、京都モデル

をつくるという意気を示したいものだ。 
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新緑のさわやかな日曜日、29 名（＋書面評決 

者 35 名）の会員の皆さんにご出席いただき、通 

常総会を開催しました。 

総会は、梶理事長の挨拶の後、貝沼三枝子さん 

を議長に選任してスタートしました。 

今回の総会を貫くテーマは、「新しいビジョン 

への移行」です。今年は、中期計画プロジェクト 

がまとめた提言を実行へと移す初年度ですから、 

会員の皆さんとその方向性を共有するための大

切な機会だと考えていました。 

●第 1 号議案 定款の変更について 

定款に定める「目的」と「事業」を変更すると 

いう重大な提案です。変更は、中期計画の「ミッ 

ション」をもとに定款の「目的」を、「ビジョン」

をもとに「事業」を整理しています。そのため、 

審議に先立って中期計画プロジェクトの代表で 

あった笠原副理事長より、再度、同計画の主旨を

説明してもらいました。 

旧来の定款の目的が、「市民オンブズマン活動 

で介護保険制度に寄与する」という立ち位置であ

ったのに対し、新しい提案は、「市民の主体的参

画で介護保険制度に寄与する」という姿勢への転

換です。また事業においては対市民、対事業者、 

対保険者と、事業対象を明確にしました。 

●第２号議案 2025 年度 事業報告 

各担当理事から、以下の報告がありました。 

オンブズマン養成事業では、参加人数に課題は 

残すものの、「市民参加の促進」を念頭に、年間 

10 回の講座を開催しました。 

広報・啓発事業では、年間６回の会報を滞りな

く発行したほか、市民講座の録画を YouTube で

会員向けに配信しました。 

第三者評価事業では、目標であった

18 件の受診を達成しましたが、調査

者や審査員の増員は思うように進みま

せんでした。 

調査・研究事業では笠原副理事長

が京都市高齢者施策推進協議会（高

推恊）の委員に委嘱されたことが報

告されました。 

 

●第３号議案 2025年度 決算 

諸物価高騰の影響や、郵送料の値上げなど、財

政負担が大きくなった部分もありましたが、第三

者評価事業が堅調に推移したことで、収支差額＋

31,178 円の決算となりました。 

●第４号議案 2026年度 事業計画 

中期５カ年計画の1年目として、新しい事業の 

枠組みで記載しました。 

・市民公開講座は奇数月の年６回の開催とし、会

員の参加費を無料とします。  

・会報は、より広い読者層を想定して、広報誌へ

と体裁・内容を変更していきます。  

・介護サービスの質の向上事業では、第三者評価

受診事業所との関係づくりを進めるほか、調査

者養成研修の受講料補助を行います。  

・調査研究・政策提言事業では、会員の協力を得

て、10年ごとに行ってきた地域包括支援セン

タ ー の 実 態 調 査 を 前 倒 し で 実 施 し ま す 。 

●第５号議案 2026年度 予算 

基本的には前年踏襲型の収支均衡予算です。第 

三者評価事業の受診件数を20件と見込んで、増 

収分を新規パンフレットの作成や会員の講座参

加の無償化、調査者養成研修の助成等新規事業に

充てる計画です。 

以上の５議案は、貝沼議長のスムーズな進行の

もと予定通り審議され、すべて承認されました。 

●質疑時間の少ない総会のあり方を反省 

今回、審議の中で大切な質問が出たにもかか

わらず、時間の関係でしっかりとした回答がで

きませんでした。次年度は改善します。 

2026年 度  通 常 総 会 を開 催 しました！ 
5 月 2 4 日 （ 日 ） 1 3 : 3 0 〜 1 4 : 4 5  ＠ ひ と ・ ま ち 交 流 館  京 都  
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５月の通常総会で、定款の変更を行いました。 

これまで拠り所としてきた「市民オンブズマン」 

や「架け橋」という言葉が消え、不安に思われ

た方もあるかもしれません。 

スマホが頻繁にアップデートを繰り返すよ

うに、私たちも社会環境の変化に合わせて OS

の更新を進めようとしています。その主眼は、

「成果を生み出せる組織」への転換です。 

ともすれば NPO は、「これを開催した」「こ

れを発行した」というように、“活動したこと自 

体”を目的にしがちです。しかし本来重視すべ

きなのは、「何をやったか」ではなく、その結果

として社会や制度にどのようなよい変化を生 

 

 

か か わ る 会 の ア ッ プ デ ー ト 
〜 結果にコミットできる組織に 〜 

 

 

み出せたかではないでしょうか。そのためには、

組織の目的や事業を、より明確な言葉で表現し

ておく必要があります。「市民オンブズマン」や

「架け橋」は魅力的な言葉ですが、意味する範

囲が広く、成果や役割を検証するには曖昧さも

抱えています。 

今回の改正では、市民の主体的な参画によっ

て、介護保険制度や高齢者福祉の向上に寄与す

ることを、より直接的な言葉で定款に位置づけ

ました。社会の変化に向き合いながら、自らも

変わり続けること。それが、これからのかかわ

る会のアップデートです。 

（正木隆之 記） 
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講師の斉藤弥生先生は社会福祉学・高齢者介

護政策を専門とし、北欧福祉の国際比較研究や

地域福祉・介護政策分野で高く評価される研究

者です。今回は、日本が制度設計の際にモデル

とした北欧やドイツの現状を振り返り、高齢化

の先頭を走る日本がどのような未来をめざす

べきかについてお話しいただきました。 

この25年の変化 

冒頭、斉藤先生は「25年前、介護保険制度をつ

くろうと多くの人と力を合わせていたことを懐

かしく思う」と語られました。当時、日本のモデ

ルを探すためにスウェーデンへ留学されたそう

ですが、再訪してみると、スウェーデンもドイツ

もそれぞれ新たな課題を抱えていることが見え

てきたといいます。 

この25年で各国に共通しているのは80～90

歳代のフレイル対策、福祉の市場化・営利化、地

域化、そして介護人材不足に対応するグローバル

化です。欧州では移民・難民の受け入れにより高

齢化率の上昇が緩やかになった一方、日本は世界

一の高齢化率となりました。 

スウェーデンの状況 

スウェーデンでは、かつての「誰でも公的サ

ービスを受けられる」という普遍主義が弱まり

つつあります。病院から介護付き住宅への移行

が進み、介護サービスは民間事業者の競争市場

へ。高所得者は税控除を利用して私的介護サー

ビスを選ぶようになりました。一方で注目され

たのが「リエイブルメント」です。専門職チー

ムがリハビリと生活環境の見直しを徹底し、高

齢者の自立を支援することで介護費用の抑制

にもつなげています。 

 

 

ドイツの状況 

ドイツの介護保険は、全年齢が対象で障がい

者の介護にも充てられる反面、限定的な性格が

あります。そのため医療保険や福祉団体・自治

体の制度を組み合わせて包括的な支援となる

のが特徴です。また家族を含む介護者への現金

給付制度もあり、その一部はポーランドなど近

隣国から来る住み込み家政婦による、自宅での

24時間ケアに充てられています。それは介護

施設よりも安上がりになっているという、制度

の表と裏を支える仕組みが見えてきます。 

そして日本では 

一方、日本では「市場化」「営利化」が急速に

進み、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人

ホームが増加しています。保険者である自治体

のマネジメント力が低下し、サービス供給の適

正化や保険料抑制が難しくなっていると指摘

されました。また、介護保険財源を障がい者支

援や子ども、生活困窮者支援にも広げる動きが

あり、福祉のための財源が限定されてしまう危

険性があります。 

樋口恵子さんが著書で当事者として書かれ

た「ヨタヘロ期」、健康寿命と平均寿命の間の

10年をどうするかが問題です。 

国は自助、互助が重要というけれど、互助の

源であるご近所で病気の時の助けあいができ

る人は5.7％、頼れる人がいない人は15.7%。

自助のための資金については老後資金に不安

を感じる人は55％と、いずれの数字も他国よ

り突出して悪い（日、米、独、スウェーデンの

政府調査の比較）。自助にも互助にも限界があ

る現実が見えてきます。 

介 護 保 険 の こ れ か ら 

総 会 
記 念 講 演 

日 時：5 月 24 日（日） 15 : 00～16 : 40 

会 場：ひと・まち交流館 京都 ３階 第 5 会議室 

講 師：斉藤弥生さん 

（大阪大学大学院人間科学研究科教授）     

 

～ 世 界 の 経 験 に 学 ぶ 市 民 の 力 ～  
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「豊明市おたがいさまセンター ちゃっと」 

介護報酬の引き下げや人手不足で訪問介護

の維持が難しくなるなか、希望のある取り組み

として愛知県豊明市の住民主体型生活サポー

ト事業が紹介されました。市民と３つの協同組

合、市役所が連携して「おたがいさまセンター 

ちゃっと」をつくり、事務局は南医療生協が務

めています。コーディネーター5 人と生活サポ

ーター315 人がゴミ出し、病院付き添い、服薬

の声かけ、草取りなど、介護保険では対応しき

れない困りごとに対して 30 分 250 円のチケ

ットでサポートします。支える側も生きがいを

感じているといいます。 

斉藤先生は、こうした住民と専門職がともに

サービスをつくる仕組みを「コ・プロダクショ

ン（共同生産）」と呼び、その意義として、①専

門職のやりがい向上、②利用者や地域住民のエ

ンパワーメント、③新たな社会的価値の創出、

を挙げました。このような動きは日本のすごい

ところだとスウェーデンの共同研究者は高く

評価し、南医療生協の取り組みを先生に教えて

くれたそうです。くわしくは『コ・プロダクシ

ョンの理論と実践 参加型福祉・医療の可能性

（共著、大阪大学出版会 2023』をご覧いただ

きたいとのことでした。 

世界から注目される協働の可能性 

住民が施設とかかわり、質を上げようという

のは、他国に見ない動きだと話されました。当

会が取り組んでいる介護・福祉サービス第三者

評価事業も、その一例だとのことです。 

「制度持続性ばかり気にして給付抑制が続

くが、高齢化の先頭を走る日本だからこそ、新

しいモデルを生み出せる。協働の可能性に世界

的関心が集まっています。みなさん、医療、福

祉、介護システムにかかわりましょう」。その言

葉が強く印象に残りました。 

個人的には私たちの活動の意義も再確認で

き、励みになりました。 

(梶政彦 記) 

 

（参加者の声） 

＊介護保険制度の未来像を見据えて、たいへん多く

の学びと情報共有ができました。あっという間の

80min でした。 

＊情報がいっぱいで頭の整理が必要です。とにかく

テンポが良くて感動しました。 

＊外国の介護保険制度を知ることが出来て、大変勉

強になりました。 

＊体系的かつ実践的で良かった。熱心な参加者が多

かったと思います。 

＊地域のつながりに関心を持っていた。豊明市の例

が面白かったです。 

＊最後の住民参加型の地域づくりの部分が良かっ

た。利用者、住民、専門家の三者の協働を作ってい

く日本発の進め方がいいと思った。外国の例がわ

かって良かった。 

＊介護保険をくわしく知りたいという思いで受講し

ました。介護を社会で、皆で見ていこうという考え

がだんだん後退しているように思います。自分自

身が必要になってきた時に不安を覚えます。 

＊講演から学んだことをかかわる会はどう生かす

か、話し合いたい。 
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地域に根ざした認知症支援の実際を学びに、4

月23日、会員17名で宇治市にある「社会福祉法

人京都悠仁福祉会」が運営する京都認知症総合セ

ンターを見学してきました。当日はあいにくの雨

でしたが、JR 宇治駅に集合し、期待を持って見

学に行きました。 

医療・介護・生活支援の複合施設 

特別養護老人ホーム施設長の髙屋範夫氏より

センターの概要説明を受けました。センターは2

棟から構成され、医療・介護・生活支援が一体と

なった複合施設です。一つの棟の1階にはもの忘

れ外来を行うクリニック、認知症対応型デイサー

ビス（定員12名）、居宅介護支援事業所があり、

2階には認知症カフェや訪問介護・訪問看護ステ

ーション、3・4階にはグループホーム（2ユニッ

ト・定員18名）が配置されています。 

もう一つの棟にはデイサービス（定員40名）、

ショートステイ（定員20名）、特別養護老人ホー

ム（定員80名・全室個室ユニット型）、最上階に

はケアハウス（定員30名）があります。全体で入

居者約200名、職員も約200名という大規模な

施設です。 

宇治市は「認知症にやさしいまち」 

説明をうかがったあと 3 グループに分かれて

見学し、各担当者から丁寧な説明を受けました。

宇治市は「認知症にやさしいまち」を掲げており、

このセンターは在宅生活から施設生活まで切れ

目のない支援を実現しています。 

 

 

認知症対応型デイサービスでは、男性利用者が

エプロンを付けて昼食作りに参加されており、

「役割」を持ちながら生活されている様子が見ら

れました。認知症カフェでは毎月多様なプログラ

ム、たとえば音楽交流会、作業活動、家族支援教

室、囲碁・将棋、脳トレなど幅広い内容が用意さ

れています。見学当日は「うたカフェ」が開催さ

れており、元デイサービス職員のボランティアの

方がギター演奏をされ、地域の参加者とともにた

いへん和やかな雰囲気で盛り上がっていました。

ボランティアと職員が自然に協力し合う姿も印

象的でした。 

ゆったりとした時間が流れて 

見学を通して、入居者や利用者の方の表情が穏

やかで落ち着いていることが強く印象に残りま

した。これは職員の関わり方や支援の質の高さに

よるものと思います。実際、館内で出会う職員の

皆さんが自然な笑顔で挨拶をされていたことも、

施設全体の雰囲気の良さにつながっていると感

じました。センターのスローガンである「ほっと

できる環境で、生き生きとした生活を応援します」

という言葉どおり、ゆったりとした時間の流れの

中で、その人らしい生活が大切にされていること

が伝わってきました。 

楽しく、学びの多い見学会でした 

見学後は 15 名で近くの飲食店に移動し昼食を

楽しみました。90 歳代の参加者からは「楽しい

仲間と食事をすると食欲が増すね」との声があり、

会話を楽しみながら過ごす時間の大切

さを改めて感じました。 

今回の見学を通して「自分が将来入

所する際の参考になった」「ここなら安

心して暮らせそう」「今から予約してお

こうかな」といった声も聞かれました。

また、ボランティアとして関わりたい

という意欲的な感想もあり、参加者そ

れぞれにとって学びの多い機会となり

ました。     

（笠原あけみ 記）  

京 都 認 知 症 総 合 セ ン タ ー を 訪 ね て 

施 設 見 学 会 報 告 
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母は今 104 歳、要介護 4。山科にある介護

付有料老人ホームに 3 年半位入所しています。

ほぼ１日中眠っていますが、目と歯は良いので、

食事と歯みがきは自力で行い、職員さんとは筆

談で意思疎通します。 

介護保険の最初の利用は、20 年以上前に床 

の段差をなくす工事費用の補助金申請でした。

その後91歳で、母の希望で上京区の分譲マンシ

ョンに引越し。しかしお風呂に自分では入れず

入浴目的で週２回デイサービスに通いました。 

半年後、私は千葉県から大津市に引越し。週２

回母を訪ね、介護に本格的に関わることになり

ました。 

母 96 歳、物取られ妄想や幻視の症状が現れ

たので、ショートステイができる看護小規模多 

 

 

 

機能サービスに変わりました。99 歳、脚の浮

腫が悪化し 10 日間入院。退院後は介護老人保

健施設に 1 年半入所した後、交通の便が比較的

良い今の施設に変わりました。 

私の介護体験は母だけですが、在宅介護で

はケアマネジャーさんの存在が大きいと感

じました。お世話になった５人の方々は、私

どもの話を熱心に聴いて的確な助言や提案

をしてくださり、とても感謝しています。 

介護保険の在宅介護サービスは、週１回の

訪問看護、訪問リハビリ、ヘルパーさんのお

掃除も利用し、民間サービスは配食だけで済

みました。介護保険の有り難さをしみじみ感

じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は じ め ま し て 介 護 体 験 

第２9回 

介護を受ける、介護をする、そのナマの声を繋ぎます 

会員 辻井 一惠 

日時：7 月 12 日（日）13：30～16：30 

会場：ひとまち交流館京都 2 階第 1 会議室 

講師：尾藤 廣喜さん（弁護士） 

費用：一般 500 円 会員 無料（当日、入会された方も無料で受講できます） 

第 １ ５ ３ 回 
市 ⺠ 講 座 
案 内 

いのち輝く暮らしのために 

内容：介護保険制度の導入とともに作られた成年後見制度。本来は、利用者の「自己決定」をサ

ポートするための制度ですが、さまざまな問題点が指摘され、改正案が議論されています。 

この改正案を使いこなし、いのち輝く暮らしを実現する工夫を語ります。 

成年後見制度をどう使いこなすか 

前号でお知らせしたスケジュールでは、4

月と 5 月に個別テーマに基づいたワーキング

グループ会議（WG）が開催され、6 月の協議

会で WG の進捗状況が報告されることになっ

ていました。しかし 4 月および 5 月には何も

開催されず、当会笠原委員が出席する「介護・

施設サービス等向上 WG」第 1 回が 6 月 10

日に行われるという連絡が届いた状況です。

内容等については次号で報告します。 

 

「会報名」募集！ 

京都市高齢者施策推進協議会  会報を情報提供や市民参加を促すツールとし

てアップデートします。そこでタイトル「会報

名」を募集します。たとえば、さわやか福祉財

団の情報誌は『さぁ、言おう』、認知症の人と

家族の会の会報は『ぽ～れぽ～れ（スワヒリ語

でゆっくり、優しく、穏やかにという意味）』

です。 

会報の名前の提案を下記までお寄せ下さい。 

npokakawarukai@helen.ocn.ne.jp 

誌面刷新は 10 月号を予定。お楽しみに！ 

高 推 協 報 告 
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昨年３月、週１で細々と続けていた非常勤の

仕事を辞めた直後に、食事が摂れなくなった。

お腹が空かず、食べると下腹部がはって苦しい。

いわゆる膨満感で、食べなくても元気だし、飲

み物は受けつけるし、元来、胃腸は丈夫だった

ので軽く考えていた。 

一週間ほど経って、突然からだに力が入らな

くなる。食べてないのだから当然である。近所

のスーパーに行こうと外出して、辿り着けずに

引き返す。それが１年前。以来、スッタモンダ

の末、異常なしと診断されたが、症状はとれな

い。なので、自分であれこれ調べてみて、

SIBO（小腸内細菌増殖症）ではないかと当た

りをつけた。 

高 FODMAP※食品（の食べ過ぎ）がよくな

いらしい。食品表を見ると、パン、りんご、ヨ

ーグルト、カシューナッツ、蜂蜜など、毎日食

べていたものばかりである。そうこうしている

うちに、管理栄養士の友人が訪ねてきて、わが

家の冷蔵庫のなかを覗くと「転倒→骨折→寝た

きりになるよ！」と深刻な顔で言う。確かに。 

 

 

 

 

 

１年で７キロ痩せた。真面目に真剣に低FOD-

MAP食に切り替えた。３ヵ月ほどして症状は安定。

以来、１日2食で朝は必ずご飯とみそ汁。一度減

った体重はなかなか元に戻らないが、それでもこ

の３ヵ月で２キロ取り戻した。料理は嫌いではな

いし、今まで食べてこなかったものを食べるとな

ると献立を工夫したり、調べたりする。しばらく

は料理にハマった。 

それにしても、還暦を越えると腸内細菌が変わ

るという話は目から鱗であった。幼少期の肋膜炎

に始まって呼吸器系統が弱いことは自覚していた。

気管支拡張症の持病もあって、コロナの時は人一

倍気をつけた。が、まさかの腸の不調だった。 

歳を重ねると、いろいろあるものですね。若い

頃から瞬発力はありましたが（現場では元気）、体

力はありませんでした（帰宅すると倒れる）。今は

１日外出すると2～３日休養。なので、週休４～

５日の暮らしです。 

※FODMAP（フォドマップ）：発酵性オリゴ糖、2糖類、

単糖類、ポリオールの頭文字を並べたもので、発酵性糖質

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臼井 真弓 

還 暦 を 越 え る と 腸 内 細 菌 が 変 わ る ！ 

シルバー川柳 
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編 

集 

後 

記 詳しくは下

記の QR コ

ードからど

うぞ 

新
入
会
員
紹
介 

池
村
奈
津
⼦
さ
ん(

四
月) 

会員募集中 

2023 年 5 月

に亡くなった

愛猫と。体調

不良もそれが

遠因かも。 

斎
藤
武
夫
さ
ん   (

五
月) 

長
谷
川
愛
さ
ん   (

五
月) 

甲
斐
加
津
代
さ
ん(

六
月) 


